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第１回 上富良野町国民健康保険運営協議会議事録 

１ 日 時  自 平成１８年６月５日  １９時００分 

       至 平成１８年６月５日  ２０時１０分 

２ 場 所  上富良野町役場 審議室 

３ 出席者 

公 益 代 表        堀 内 愼一郎・花 輪 俊 夫・大 柳 房 子 

保険医・薬剤師代表        小 玉 庸 郎 

被保険者代表        杉 本 隆 一・鎌 田 孝 徳・小 松 紀代美 

（欠席委員 大 倉 隆 司・小 熊 康 夫） 

事 務 局       町長・町民生活課長・税務課長・高橋主幹 

           北川主査・宮下主査・吉澤主事・谷主事 

４ 付議議題 

 ①平成１８年度国民健康保険税について 

 ②平成１８年度国民健康保険特別会計補正予算について 

 

 

 

 



 

 

１ 町長挨拶 

町 長  平成１７年度の決算が終了した結果、基金繰入を行わず、かつ 5,500 万円の剰

余金が発生した。また収納率では、現年度が前年と同水準、滞納繰越分では前年

度を大きく上回る結果となった。今後の対応にご指導願いたい。 

 

２ 会長挨拶 

会 長  決算等の結果から国保運営については今のところ順調にきている。滞納整理に

ついても、これから滞納者を少なくしていくよう努力していただきたい。国保ヘ

ルスアップ事業については、実施して１年目を終え、一定の効果が上がっている

と聞いている。今後の効果が上がるよう実施していきたい。 

  今回の運営委員会の議事録署名委員について事務局案は。 

町民生活課長  小玉委員・小松委員にお願いしたいと思います。 

会 長  今回の運営委員会の議事録署名委員は小玉委員・小松委員にお願いします。 

 

３ 報告事項 

（１）平成 17 年度国民健康保険給付状況について 

宮下主査 （議案 P１～１１により説明） 

会 長  何か質問・意見等ありませんか。 

会 長  前期高齢者制度の経過措置は何年まで続くのか。 

宮下主査  来年の 10 月（昭和 7 年 10 月 1 日以降生まれの方が 75 歳に達する）までとな

っています。 

会 長  他に何か質問・意見等ありませんか。 

各委員 （特に意見なし） 

（２）平成 17 年度国民健康保険特別会計決算について 

宮下主査 （議案 P１２～１４により説明） 

税務課長 （議案 P１４により説明） 

会 長  何か質問・意見等ありませんか。 

会 長  不納欠損の内訳は、どうなっているのか。また昨年と比較しどうか。 

税務課長  47 件 25 人分で、理由は死亡・無財産・生活困窮者となっています。昨年は 470

万円程度欠損処理したが、今年度は 260 万円とし、できるだけ欠損としないよう



 

 

努力しています。 

花輪委員  保険税負担は、他の税金と比較しても高い気がするが、他の社会保険等と比較

した場合どうか 

宮下主査  社会保険の負担率等については、把握していません。 

会 長  社会保険の方が負担は大きい。上限も 53 万で打ち切りではない。 

  財政調整基金に、介護分は含まれているのか。 

宮下主査  介護分としては、剰余金が発生していないため、医療分のみとなっています。 

会 長  介護分の基金を積むときは別に積立するのか。 

宮下主査  国保事業管理上は、基金は一つのため、同一の基金とし、内訳として管理する

ことを考えています。ただ当分の間介護分として黒字になることは難しいと思っ

ています。 

会 長  他に何か質問・意見等ありませんか。 

各委員 （特に意見なし） 

 

４ 諮問事項 

（１）平成 18 年度国民健康保険税について 

宮下主査 （議案 P１５～２０により説明） 

会 長  何か質問・意見等ありませんか。 

花輪委員  介護分は年金から引かれるようになるのか。 

宮下主査  年金から引かれるのは 65 歳以上（1号被保険者）の方のみで、ここに記載して

いるのは、40 歳から 64 歳（2号被保険者）の分となっています。 

会 長  他に何か質問・意見等ありませんか。 

各委員 （特に意見なし） 

（２）平成 18 年度国民健康保険特別会計補正予算について 

宮下主査 （議案 P２１～２２により説明） 

会 長  何か質問・意見等ありませんか。 

会 長  老人保健拠出金が当初予算とあまり差がでなかったようだが。 

宮下主査  予算編成をギリギリまでまっていたため、大きな差が生じなかったと思います。 

会 長  他に何か質問・意見等ありませんか。 

各委員 （特に意見なし） 



 

 

会 長  諮問のありました件について、原案のとおりでよろしいでしょう か。 

各委員 （異議なし） 

（３）国民健康保険税条例の改正について（P28～33） 

宮下主査 （議案 P２８～３３により説明） 

会 長  何か質問・意見等ありませんか。 

花輪委員  来年度、介護分を改正すればどのくらいもつのか。 

会 長  今回の税条例の改正後も何年かごとに見直しになると思うが、２，３年は据え

置きとなるのか？ 

宮下主査  状況が変わらなければこのままでいくと思うが、介護分の支出が増えればわか

らない。平成 19 年までは何とかもつと見込んでいるが、今後、医療費分も上が

ることが見込まれるので、医療分と重複して引き上げないことが望ましいと考え

ています。 

会 長  介護保険料を毎年変えている所があるがそれもこまる。急な金額の増額をしな

いで少しずつ上げていくために、先取りの形となるが、みなさんいかがか。 

花輪委員  今不足の収納見込みがないから、増額か？ 

会 長  介護２号被保険者が減っているのと、反対に給付は増えている。介護度も 7段

階に変わり利用できない人も出てくる。どちらにしてもいずれも足りない状況に

なる。 

会 長  他に何か質問・意見等ありませんか。 

各委員 （特に意見なし） 

会 長  諮問のありました件について、原案のとおりでよろしいでしょう か。 

各委員 （異議なし） 

会 長  他に何もなければ、これで本日の運営協議会を終わりたいと思います。 


